
 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例をこ

こに公布する。 

平成２７年９月３０日 

                          大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第１５号 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第９条第２項に基づく

個人番号の利用及び番号法第１９条第９号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、番号法において使用する用語の例による。 

（市の責務） 

第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確

保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主

体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 

（個人番号の利用） 

第４条 番号法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機関が行

う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる

事務及び市長又は教育委員会が行う番号法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な

限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用する

ことができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用

して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。 

３ 市長又は教育委員会は、番号法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必

要な限度で同表第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用する



 

ことができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用

して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。 

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、法令又は他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の

提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

（特定個人情報の提供） 

第５条 番号法第１９条第９号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場

合は、次に掲げるとおりとする。  

(1) 別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第

２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の

提供を求めた場合において、当該特定個人情報を提供するとき。 

(2) 市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長に対し、番号法別表第２の第２

欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報であ

って市長又は教育委員会が保有するものの提供を求めた場合において、当該特定個

人情報を提供するとき。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、法令又は他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提

出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

 

  



 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 教育委員会 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による就学援助に関す

る事務であって規則で定めるもの 

２ 市長 下水道法（昭和３３年法律第７９号）による使用料（以下「下

水道使用料」という。）の徴収に関する事務であって規則で定

めるもの 

３ 市長 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）による受益者負担金

の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について（昭和

２９年５月８日社発第３８２号厚生省社会局長通知。以下「社

会局長通知」という。）による外国人に対する生活保護の措置

に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 大和市寡婦（夫）控除のみなし適用に関する規則（平成２７年

大和市規則第３９号）によるみなし適用の対象となる事業等に

関する事務であって規則で定めるもの 

６ 市長 大和市身体障がい児補装具費利用者負担金助成事業実施要綱

（平成１９年大和市告示第４１号）による利用者負担金の助成

に関する事務であって規則で定めるもの 

 

 

  



 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）による障害児通所給

付費、特例障害児通所給付費、

高額障害児通所給付費、肢体不

自由児通所医療費、障害児相談

支援給付費若しくは特例障害児

相談支援給付費の支給、障害福

祉サービスの提供、保育所にお

ける保育の実施若しくは措置又

は費用の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

児童福祉法による助産施設に

おける助産の実施又は母子生

活支援施設における保護の実

施に関する情報であって規則

で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に

関する法律及びこれらの法律

に基づく条例の規定により算

定した税額若しくはその算定

の基礎となる事項又は徴収に

関する情報であって規則で定

めるもの 

下水道使用料の徴収に関する

情報であって規則で定めるも

の 

年金給付関係情報であって規

則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情報で

あって規則で定めるもの 

都市計画法による受益者負担

金の賦課徴収に関する情報で

あって規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 



 

  別表第２の２の項右欄（児童

福祉法による費用の徴収に関

する情報を除く。）に掲げる

情報であって規則で定めるも

の 

  大和市寡婦（夫）控除のみな

し適用に関する規則によるみ

なし適用の対象となる事業等

に関する情報であって規則で

定めるもの 

２ 市長 児童福祉法による助産施設にお

ける助産の実施又は母子生活支

援施設における保護の実施に関

する事務であって規則で定める

もの 

児童福祉法による費用の徴収

に関する情報であって規則で

定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）による医療

に関する給付の支給に関する

情報であって規則で定めるも

の 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

大和市寡婦（夫）控除のみな

し適用に関する規則によるみ

なし適用の対象となる事業等

に関する情報であって規則で

定めるもの 



 

３ 市長 予防接種法（昭和２３年法律第

６８号）による予防接種の実施、

給付の支給又は実費の徴収に関

する事務であって規則で定める

もの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

  国民健康保険法による医療に

関する給付の支給又は高齢者

の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）

による医療に関する給付の支

給若しくは保険料の徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

年金給付関係情報であって規

則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）による特別児童

扶養手当、障害児福祉手当又

は特別障害者手当の支給に関

する情報であって規則で定め

るもの 

母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）による新生児の

訪問指導、健康診査、未熟児

の訪問指導、養育医療の給付

若しくは養育医療に要する費

用の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

昭和６０年法律第３４号附則

第９７条第１項の規定による

福祉手当の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

  介護保険給付等関係情報であ



 

  って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

４ 市長 身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）による障害福

祉サービス、障害者支援施設等

への入所等の措置又は費用の徴 

収に関する事務であって規則で 

定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

５ 市長 生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による保護の決定及

び実施、就労自立給付金の支給、

保護に要する費用の返還又は徴

収金の徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護法第２９条第１項の

規定による必要な書類の閲

覧、資料の提供若しくは報告

を求めることができる情報又

は同法第５５条の５の規定に

よる報告を求めることができ

る情報であって規則で定める

もの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

６ 市長 地方税法その他の地方税に関す

る法律及びこれらの法律に基づ

く条例による地方税の賦課徴収

又は地方税に関する調査（犯則

事件の調査を含む。）に関する

事務であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法第２０条の１１の規

定による協力要請により得ら



 

  れる情報又は同法の規定によ

りその例によることとされる

国税徴収法（昭和３４年法律

第１４７号）第１４１条の規

定による質問若しくは検査に

より得られる情報であって規

則で定めるもの 

下水道使用料の徴収に関する情

報であって規則で定めるもの 

  国民健康保険法による医療に

関する給付の支給又は高齢者

の医療の確保に関する法律に

よる医療に関する給付の支給

若しくは保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定める

もの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

都市計画法による受益者負担

金の賦課徴収に関する情報で

あって規則で定めるもの 

児童手当関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３

号）による自立支援給付の支

給又は地域生活支援事業の実

施に関する情報であって規則

で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める



 

  もの 

７ 市長 公営住宅法（昭和２６年法律第

１９３号）による公営住宅の管

理に関する事務であって規則で

定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の

基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 
  

  下水道使用料の徴収に関する情

報であって規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

老人福祉法（昭和３８年法律

第１３３号）による福祉の措

置に関する情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

８ 教育委員会 学校保健安全法（昭和３３年法

律第５６号）による医療に要す

る費用についての援助に関する

事務であって規則で定めるもの 

学校教育法による就学援助に

関する情報であって規則で定

めるもの 

９ 市長 下水道使用料の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の３第３

項の規定によりその例による

こととされる地方税法第２０

条の１１の規定による協力要



 

  請により得られる情報又は同

法の規定によりその例による

こととされる国税徴収法第１

４１条の規定による質問若し

くは検査により得られる情報

であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の

基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

  都市計画法による受益者負担

金の賦課徴収に関する情報で

あって規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１０ 市長 国民健康保険法による保険給付

の支給に関する事務であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の

基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

年金給付関係情報であって規

則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 



 

  児童手当関係情報であって規

則で定めるもの 

高齢者の医療の確保に関する

法律による医療に関する給付

の支給又は保険料の徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１１ 市長 知的障害者福祉法（昭和３５年

法律第３７号）による障害福祉 

サービス、障害者支援施設等へ

の入所等の措置又は費用の徴収

に関する事務であって規則で定

めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

 生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

  介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１２ 市長 災害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）による被災者台

帳の作成に関する事務であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の



 

  基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

公営住宅法による公営住宅の

管理に関する情報であって規

則で定めるもの 

下水道使用料の徴収に関する

情報であって規則で定めるも

の 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

高齢者の医療の確保に関する

法律による医療に関する給付

の支給又は保険料の徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

  被災者生活再建支援法（平成

１０年法律第６６号）による

被災者生活再建支援金に関す

る情報であって規則で定める

もの 

  子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）による

子どものための教育・保育給

付の支給又は地域子ども・子

育て支援事業の実施に関する

情報であって規則で定めるも

の 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１３ 市長 児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による児童扶養 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 



 

 手当の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１４ 市長 老人福祉法による福祉の措置又

は費用の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

身体障害者福祉法による障害

福祉サービスに関する情報で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の

基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

  

  国民健康保険法による医療に

関する給付の支給又は高齢者

の医療の確保に関する法律に

よる医療に関する給付の支給

若しくは保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定める

もの 

年金給付関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支



 

  給又は地域生活支援事業の実

施に関する情報であって規則

で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１５ 市長 母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号）

による資金の貸付けに関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

大和市寡婦（夫）控除のみな

し適用に関する規則によるみ

なし適用の対象となる事業等

に関する情報であって規則で

定めるもの 

１６ 市長 母子及び父子並びに寡婦福祉法

による給付金の支給に関する事

務であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

大和市寡婦（夫）控除のみな

し適用に関する規則によるみ

なし適用の対象となる事業等

に関する情報であって規則で

定めるもの 

１７ 市長 特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による特別児童扶養手 

当の支給に関する事務であって

規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律による療養介護若しくは

施設入所支援に関する情報で



 

  あって規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１８ 市長 特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又は昭和６０

年法律第３４号附則第９７条第１

項の規定による福祉手当の支給に

関する事務であって規則で定める

もの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

年金給付関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律による療養介護若しくは

施設入所支援に関する情報で

あって規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

１９ 市長 母子保健法による保健指導、新

生児の訪問指導、健康診査、妊

娠の届出、母子健康手帳の交付、

妊産婦の訪問指導、低体重児の

届出、未熟児の訪問指導、養育

医療の給付若しくは養育医療に

要する費用の支給又は費用の徴

収に関する事務であって規則で

定めるもの 

児童福祉法による保育所にお

ける保育の実施に関する情報

であって規則で定めるもの 

予防接種法による予防接種の

実施に関する情報であって規

則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 



 

  地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法による医療に

関する給付の支給又は高齢者

の医療の確保に関する法律に

よる医療に関する給付の支給

若しくは保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定める

もの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

児童手当関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

子ども・子育て支援法による

子どものための教育・保育給

付の支給又は地域子ども・子

育て支援事業の実施に関する

情報であって規則で定めるも

の 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

２０ 市長 都市計画法による受益者負担金

の賦課徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

 地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の

基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

  下水道使用料の徴収に関する

情報であって規則で定めるも

の 



 

  都市計画法第７５条第５項の

規定によりその例によること

とされる国税徴収法第１４１

条の規定による質問若しくは

検査により得られる情報又は

同法第１４６条の２の規定に

よる協力要請により得られる

情報であって規則で定めるも

の 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

２１ 市長（児童

手当法（昭和４６

年法律第７３号）

第１７条第１項

の表の下欄に掲

げる者を含む。）

児童手当法による児童手当又は

特例給付の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法による医療に

関する給付の支給に関する情

報であって規則で定めるもの

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

２２ 市長 高齢者の医療の確保に関する法

律による後期高齢者医療給付の

支給又は保険料の徴収に関する

事務であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の

基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 



 

  国民健康保険法による医療に

関する給付の支給に関する情

報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

  介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

２３ 市長 中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する事務であって規則で

定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）第

１４条第４項（第１５条第３

項において準用する場合を含

む。）の規定によりその例によ

ることとされる生活保護法第

２９条第１項の規定による必

要な書類の閲覧、資料の提供

若しくは報告を求めることが

できる情報又は同法第５５条

の５の規定による報告を求め

ることができる情報であって

規則で定めるもの 

２４ 市長 介護保険法（平成９年法律第 

１２３号）による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関

する法律及びこれらの法律に

基づく条例の規定により算定

した税額若しくはその算定の

基礎となる事項又は徴収に関

する情報であって規則で定め

るもの 

  



 

  国民健康保険法による医療に

関する給付の支給又は高齢者

の医療の確保に関する法律に

よる医療に関する給付の支給

若しくは保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定める

もの 

年金給付関係情報であって規

則で定めるもの 

  中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支

給又は地域生活支援事業の実

施に関する情報であって規則

で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

２５ 市長 健康増進法（平成１４年法律第

１０３号）による健康増進事業

の実施に関する事務であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法による医療に

関する給付の支給又は高齢者

の医療の確保に関する法律に

よる医療に関する給付の支給

若しくは保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定める

もの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ



 

  って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

２６ 市長 特定障害者に対する特別障害給

付金の支給に関する法律（平成

１６年法律第１６６号）による 

特別障害給付金の支給に関する

事務であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの  

２７ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律によ

る自立支援給付の支給又は地域生

活支援事業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

 地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法による医療に

関する給付の支給又は高齢者

の医療の確保に関する法律に

よる医療に関する給付の支給

若しくは保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定める

もの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって規則で定める

もの 

大和市寡婦（夫）控除のみな

し適用に関する規則によるみ

なし適用の対象となる事業等

に関する情報であって規則で



 

  定めるもの 

大和市身体障がい児補装具費

利用者負担金助成事業実施要

綱による利用者負担金の助成

に関する情報であって規則で

定めるもの 

２８ 市長 社会局長通知による外国人に対

する生活保護の措置に関する事

務であって規則で定めるもの 

生活保護法による保護の決定

及び実施、就労自立給付金の

支給、保護に要する費用の返

還又は徴収金の徴収に関する

情報であって規則で定めるも

の 

  社会局長通知により準ずるこ

ととされる生活保護法第２９

条第１項の規定による必要な

書類の閲覧、資料の提供若し

くは報告を求めることができ

る情報又は同法第５５条の５

の規定による報告を求めるこ

とができる情報であって規則

で定めるもの 

  

２９ 市長 大和市寡婦（夫）控除のみなし

適用に関する規則によるみなし

適用の対象となる事業等に関す

る事務であって規則で定めるも

の 

児童福祉法による障害児通所

給付費、特例障害児通所給付

費、高額障害児通所給付費若

しくは肢体不自由児通所医療

費の支給、障害福祉サービス

の提供又は費用の徴収に関す

る情報であって規則で定める

もの 

  児童福祉法による助産施設に

おける助産の実施又は母子生

活支援施設における保護の実

施に関する情報であって規則

で定めるもの 

  生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

  地方税関係情報であって規則

で定めるもの 



 

  児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

  母子及び父子並びに寡婦福祉

法による給付金に関する情報

であって規則で定めるもの 

  障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支

給又は地域生活支援事業の実

施に関する情報であって規則

で定めるもの 

  中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

  番号法別表第２の１０、１１、

１６、６５及び１０８から

１１０までの項第４欄に掲げ

る特定個人情報のうち自らが

保有するものであって規則で

定めるもの 

  

  別表第２の１、２、１６及び

２７の項右欄（大和市寡婦

（夫）控除のみなし適用に関

する規則によるみなし適用の

対象となる事業等に関する情

報を除く。）に掲げる情報で

あって規則で定めるもの 

３０ 市長 大和市身体障がい児補装具費利

用者負担金助成事業実施要綱に

よる利用者負担金の助成に関す

る事務であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための



 

  法律による自立支援給付の支

給に関する情報であって規則

で定めるもの 

番号法別表第２の１０８及び

１０９の項第４欄に掲げる特

定個人情報のうち自らが保有

するものであって規則で定め

るもの 

別表第２の２７の項右欄（国

民健康保険法による医療に関

する給付の支給又は高齢者の

医療の確保に関する法律によ

る医療に関する給付の支給若

しくは保険料の徴収に関する

情報、介護保険給付等関係情

報及び大和市身体障がい児補

装具費利用者負担金助成事業

実施要綱による利用者負担金

の助成に関する情報を除く。）

に掲げる情報であって規則で

定めるもの 

 

 

  



 

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員会 学校教育法による

就学援助に関する

事務であって規則

で定めるもの 

市長 生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの 

地方税関係情報であ

って規則で定めるも

の 

社会局長通知による

外国人に対する生活

保護の措置に関する

情報であって規則で

定めるもの 

２ 市長 生活保護法による

保護の決定及び実

施、就労自立給付金

の支給、保護に要す

る費用の返還又は

徴収金の徴収に関

する事務であって

規則で定めるもの 

教育委員会 生活保護法第２９条

第１項の規定による

必要な書類の閲覧、 

資料の提供若しくは

報告を求めることが

できる情報又は同法

第５５条の５の規定

による報告を求める

ことができる情報で

あって規則で定める

もの 

３ 市長 地方税法その他の

地方税に関する法

律及びこれらの法

律に基づく条例に

よる地方税の賦課

徴収又は地方税に

関する調査（犯則事

件の調査を含む。）

に関する事務であ

って規則で定める

もの 

教育委員会 学校教育法による就

学援助に関する情報

であって規則で定め

るもの 

地方税法第２０条の

１１の規定による協

力要請により得られ

る情報又は同法の規

定によりその例によ

ることとされる国税

徴収法第１４１条の

規定による質問若し

くは検査により得ら

れる情報であって規

則で定めるもの 



 

４ 教育委員会 学校保健安全法に

よる医療に要する

費用についての援

助に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

市長 生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの 

社会局長通知による

外国人に対する生活

保護の措置に関する

情報であって規則で

定めるもの 

５ 市長 下水道使用料の徴

収に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

教育委員会 地方自治法第２３１

条の３第３項の規定

によりその例による

こととされる地方税

法第２０条の１１の

規定による協力要請

により得られる情報

又は同法の規定によ

りその例によること

とされる国税徴収法

第１４１条の規定に

よる質問若しくは検

査により得られる情

報であって規則で定

めるもの 

６ 市長 国民健康保険法に

よる保険給付の支

給に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

教育委員会 学校教育法による就

学援助に関する情報

であって規則で定め

るもの 

７ 市長 都市計画法による

受益者負担金の賦

課徴収に関する事

務であって規則で

定めるもの 

教育委員会 都市計画法第７５条

第５項の規定により

その例によることと

される国税徴収法第

１４１条の規定によ

る質問若しくは検査

により得られる情報

又は同法第１４６条

の２の規定による協

力要請により得られ

る情報であって規則

で定めるもの 

８ 市長 中国残留邦人等支

援給付等の支給に 

教育委員会 中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並び 



 

 関する事務であっ

て規則で定めるも

の 

 に永住帰国した中国

残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援

に関する法律第１４

条第４項（第１５条

第３項において準用

する場合を含む。） 

の規定によりその例

によることとされる

生活保護法第２９条

第１項の規定による

必要な書類の閲覧、

資料の提供若しくは

報告を求めることが

できる情報又は同法

第５５条の５の規定

による報告を求める

ことができる情報で

あって規則で定める

もの 

９ 市長 

 

社会局長通知によ

る外国人に対する

生活保護の措置に

関する事務であっ

て規則で定めるも

の 

教育委員会 社会局長通知によ

り準ずることとさ

れる生活保護法第

２９条第１項の規

定による必要な書類

の閲覧、資料の提供

若しくは報告を求め

ることができる情報

又は同法第５５条の

５の規定による報告

を求めることができ

る情報であって規則

で定めるもの 

 

 

 

  


